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2024年3月13日

KDDI株式会社

競争ルールの検証に関するWG（第53回）
関係者ヒアリング ご説明資料

一部構成員限り
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１．ネットワーク利用制限

弊社が販売した端末において、以下の4類型で、弊社網の利用を停止する措置を実施
2023年度のネットワーク利用制限の登録件数は下表のとおり

1. 代金債務（立替払などに係る債務を含む）
の履行がなされていない携帯電話機

2. au Style/auショップなどの販売店での窃盗
（盗難）や詐欺などの犯罪行為により、不正
に入手された携帯電話機

3. 本人確認書類偽造や申込書の記載内容
（氏名、住所、生年月日など）に虚偽の申
告が含まれているなど、不正な契約により入手
された携帯電話機

4. 交換用携帯電話機お届けサービスで回収、利
用できないことになった携帯電話機

ネットワーク利用制限の4類型 登録件数の推計値

構成員限り



©2024KDDI

5
１．ネットワーク利用制限

ネットワーク利用制限については、代金未払い端末の転売抑止効果
及び不正に取得された端末を利用した犯罪への転用抑止効果などがあると認識



©2024KDDI

6
１．ネットワーク利用制限

端末の債務不履行などが確認できた場合に講ずる措置がネットワーク利用制限

端末価格

支払
無し

1回目支払 2回目支払 24回目支払

48回の分割払いで端末購入

支払
無し

48回目支払

・・・

3回目支払

状態＝「▲」 状態＝「×」

買取

中古端末販売店

買取・販売

▲

4回目支払

販売
×

5回目支払

▲

・・・
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１．ネットワーク利用制限

中古端末販売業者が「▲」端末（分割支払い中）を販売する際に購入者に対して
メリット・デメリットを十分説明（周知徹底）することが重要

中古端末販売業者が購入者に対して
「▲」端末のデメリット（リスク）を丁寧に説明の上、中古端末を販売

メリット：端末価格が「○」端末より安い
デメリット：「×」端末になったら該当事業者網を使えなくなる可能性
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１．ネットワーク利用制限

ネットワーク利用制限を禁止した場合
転売ヤー問題の再燃やそのような端末を利用した犯罪を助長する可能性

なお、ある中古販売業者のHPでは、「▲」端末が「×」になる可能性は0.15%との記載
中古端末市場活性化の効果は未知数

出典：イオシスホームページ

「▲」端末は安く購入でき
るというメリットが大きいな。
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２．指定対象事業者の見直し

MNOは以下の理由により事業法第27条の3の指定対象事業者となっている

「自ら周波数の割当てを受けてネットワークを運用する事業者は競争への影響が少ないとは考えられない」

この考え方を変更する環境変化は生じていない

出典：「競争ルールの検証に関するWG（第51回）」事務局説明資料

事業法第27条の3の制定当初
（2019年10月）から

考え方を変更する環境変化は
生じていない



©2024KDDI

11
２．指定対象事業者の見直し

報告書2023においては、楽天モバイルの競争への影響を踏まえ、指定対象範囲を見直し
既に600万契約を超える楽天モバイルを対象外とすることは昨年末改定の整理を覆すもの

特に、IIJ・オプテージを指定対象外としたことによる競争環境への影響について検証せず
更なる制度見直しを行うことについて反対

（略）2022年７月の楽天モバイルの料金
プラン改定が他の事業者の事業戦略に一
定の影響を与えたことを踏まえれば、MVNOであっても、

その改定当時の楽天モバイルの契約者数
（約500万人）程度の契約者を有する場
合は、事業者間の適正な競争関係に及ぼ
す影響が少なくないとも考えられることから、MVNOの

指定対象範囲を４％（約500万人相当）とすることが適
当である。

出典：「競争ルールの検証に関するWG（第49回）」弊社説明資料出典：「競争ルールの検証に関する報告書 2023」
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２．指定対象事業者の見直し

MNO・MVNO共通の閾値（10%・25%）を設ける場合に
指定から外れる楽天モバイルの競争力は年々増している

出典：楽天グループ資料「2023年度通期及び第4四半期決算説明会CEOグループ戦略」
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２．指定対象事業者の見直し

楽天モバイルの認知度は非常に高いのではないか
楽天グループで見た場合も相当規模の顧客基盤を有しており

市場への影響は大きいと考えられる

出典：楽天グループ資料「2023年度通期及び第4四半期決算説明会CEOグループ戦略」

MMD研究所の調査結果：
楽天モバイルのMNOサービス、認知は75.6％
（2020年4月3日発表）
https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1856.html

出典：「競争ルールの検証に関するWG（第49回）」楽天モバイル説明資料
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２．指定対象事業者の見直し

影響力の高い楽天モバイルが実施したい施策については
いわゆる「踏み台」問題を助長させる可能性が高く、これまでの政策目的に逆行

なお、規制緩和をしなくても、条件によっては現行ガイドラインでも実施可能であると想定

案内

MNP
楽天モバイル

踏み台

① 30日間有効の無料お試しSIMをエリア限定で配布
② ６ヵ月間の通信サービス無償体験または全額ポイン

トバック
③ 新規契約者限定で合計3万円分のポイント付与

楽天モバイルが実施したい施策

他社

• 無料お試し
• 無償体験

上記が現行ガイドラインで実施不可である理由

a. 新規契約者に通信料割引を行うことはNG
b. 新規契約者に継続利用を条件として利益提
供を行うことはNG

c. SIMのみ新規契約者に上限2万円を超える
利益提供を行うことはNG

構成員限り

他社
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３．通信モジュール

◼ヒアリング事項
通信モジュール向けの通信サービスに関して、使用する場所・場面等が相当程度特定されてい
る場合は指定対象役務から除外することについてどのように考えるか。

通信モジュールの機能によって
規律対象・対象外の判断が変わる仕組みについて見直しが必要

＝ 指定対象役務から除外

通信モジュールを搭載した様々なIoTデバイスがインターネットにつながり、多様な用途での利用が期待される中、
現状の端末割引規制は、スマホ等の市場とは異なる市場におけるイノベーションの芽を摘む可能性。

通信モジュールは一律規制対象外とすることが望ましいが、
少なくとも車載モジュールやドローンなどのように、場所・場面等が相当程度特定されている場合は

指定対象役務から除外することについて賛同。
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３．通信モジュール

出典：「競争ルールの検証に関するWG（第49回）」弊社説明資料



©2024KDDI

18


